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『可児市地域クラブ活動の手引き』 について 
 

 

現在、可児市では国及び県のガイドラインをもとに「可児市中学生期のスポーツ・文化活動指針」を

策定しています。「可児市地域クラブ活動の手引き」は、当該活動指針をもとに、作成した包括的な手引

書です。可児市における地域クラブ活動においては、本手引書に基づいて活動してください。 
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１． 地域クラブ活動の運営にあたって 

 

地域クラブ活動は、中学校の学校部活動を補完する活動です。地域クラブ活動の運営主体は、

「UNIC」が担います。 

保護者会は「学校部活動、地域クラブ活動」に所属する生徒の保護者で構成し、活動の支援を行い

ます。 

運営にあたっては、以下の事項に留意して実施してください。 

  

（１）責任者（保護者代表）                                   

地域クラブ活動の責任者は、参加生徒の保護者の中から選出してください。 

 

（２）地域指導者                                       

地域指導者は、「５.地域指導者について」に示す内容を踏まえたうえで、必要に応じて保護者会か

ら推薦してください。 

 

（３）地域クラブ活動の費用負担                                

地域クラブ活動への参加は、「希望加入制」であり、「UNICへの加入及び年会費」が必要となります。

年会費は「1,000円」で、各種事務処理に係る費用として使われます。 

 可児市では、保護者負担が高額にならないように、「指導者謝金」「保険料（生徒及び指導者）」の費用

は市が負担します。また、謝金支払、保険加入等の事務はUNICにて行います。 

 

（４）保護者会総会                                      

ア．全保護者と地域指導者が集まる総会を定期的に開催してください。 

イ．総会では、活動内容、指導内容等について共通理解を図るとともに、諸問題について検討、合意

形成を図ってください。 

 

（５）規約、活動計画書、収支計画書                               

ア．規約、活動計画書、収支計画書については、必ず作成してください。（別添１） 

イ．活動計画書の作成にあたっては、部活動顧問及び指導者とよく話し合って作成してください。ま

た、活動においては、「（６）活動時間、休養日」に留意しなければなりません。 

ウ．会計については原則口座管理とし、処理は規約により行ってください。 

  



2 

（６）活動時間、休養日                                    

ア. 活動時間 

 活動内容 活動時間 夜間練習 

①平日 学校部活動 ２時間程度 学校部活動・地域クラブ活動 

１８：００まで ②休日（土曜日、日曜日、祝日） 地域クラブ活動 ３時間程度 

※生徒の健康管理や事故防止の観点から、顧問と地域指導者は連携を取り合い長時間になり過ぎないよ

うに配慮します。 

※大会等の場合の活動時間は上記の限りではありませんが、対外試合等はできる限り終日にならないよ

う配慮してください。また、日頃から合理的かつ効率的・効果的な活動となるよう心掛けましょう。 

 

イ. 休養日 

 活動内容 休養日 活動自粛期間 

①平日 学校部活動 ５日間で１日以上 

①学校の定期テスト（中間テス

ト・期末テスト等）前の１週

間程度 

②指導者･保護者共に活動場所

に不在の場合 

③気象警報及び熱中症警報発

令時、又はそれに準ずる気象

状況で、学校が部活動を控え

ている場合 

④校内で法定伝染病が流行し

感染の恐れがある場合 

②休日 地域クラブ活動 

・第３日曜日「家庭の日」 

・土・日曜日のいずれか 

・長期休業中におけるオフシーズン 

※平日の学校部活動の活動時間が十分に取れない週については、土日の両日に地域クラブ活動を行うこ

とを認めますが、その場合は、生徒に過度な負担がかからないように十分配慮してください。（次の

「過度な負担への配慮」参照） 

※大会や対外試合等で、休日に連続して活動する場合は、必ず別に休養日を設ける。 

 

【過度な負担への配慮（活動時間制限：11時間ルールについて）】 

平日：２時間程度 １日以上の休養日   

休日：３時間程度 土日いずれかを休養日 

〈例：１週間の活動可能時間〉 

月 火 水 木 金 土 日 

２時間 ２時間 休み ２時間 ２時間 ３時間 休み 

学校部活動 地域クラブ活動 

・現在の活動時間ルールにおける最大の活動可能時間は平日８時間+休日３時間＝11時間とします。 

・平日の活動が十分に取れない週や、プラスワン活動により活動を補完する場合も、週の活動合計時間

は 11 時間以内とします。（大会・練習試合等は除く。週の活動時間は、月曜日を起算日として日曜日

までで算出する。） 
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（７）大会への参加                                       

ア. 中体連への大会参加 

・中体連の大会は、原則学校部活動として参加し、大会の申し込みやコーチ・監督・引率等は学校にて 

対応してください。 

※競技毎に定める参加条件を満たせば、地域クラブとして大会参加することも可能です。「地域移行証

明書」が必要となる場合は、文化スポーツ課に申請してください。 

・登録メンバーやペアの人選等は、地域指導者と顧問で連携して対応してください。 

 

イ. 中体連以外の大会参加 

・上記以外の大会については、学校（顧問）と指導者等で協議のうえ参加形態（学校部活動、地域クラ  

ブ活動）等を決定します。なお、学校は地域クラブとして参加する場合も、参加申し込みや事務手続 

き等、可能な範囲で支援をお願いします。 

・登録メンバーやペアの人選等は、地域指導者と顧問で連携して対応してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中体連 

◎原則学校部活動で参加 

中体連以外 

◎協議にて参加形態決定 

【注意事項】 

◎各種目協会にて、大会参加規程等が部活動の地域展開に伴い見直されていますので、

参加条件を必ず確認してください。 

◎中体連以外の大会への参加を地域クラブで参加できるように支援をお願いします。 
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（８）地域クラブの活動パターン                                 

 地域クラブ活動は学校部活動が抱える人数不足等に対応するため、下記の２つのパターンにより、「生

徒がやりたい活動ができる環境整備」を行います。 

 チーム編成の基本は「単独型」となりますが、単独で出来ない場合は「合同型」、合同でもできない場

合は「オール型」の地域クラブ活動を構築します。 

 

○原則学校部活動として中体連に参加することから、合同方式※、拠点校方式※を用いた学校部活動の 

体制整備を行います。 

 

※合同方式・・・・人数不足の学校部活動・地域クラブが合同で活動、チーム編成をする方式 

※拠点校方式・・・自分の学校に参加を希望する種目の学校部活動・地域クラブがなく、他校の学校

部活動・地域クラブに加入し活動、チーム編成する方式 

  

□□中○○クラブ

◆地域クラブ活動の活動パターン１（単独型・合同型・オール型）

単独型 合同型

学校部活動にある種目において市全体でチーム編成を行うため、生徒数の減少や部員数の減少などに

よる活動の継続に対する不安を解消し、やりたいスポーツ・文化活動ができるように可児市全体で学校

部活動ができる環境を整備する。

可児○○クラブ

（５校オール型）

自分の中学校にやりたい学校部活動がないため活動を断念することがないように、他校の地域クラブ

活動に加入・参加できる環境を整備する。

オール型

◆地域クラブ活動の活動パターン２（拠点校型）

例：野球部

自分の中学校には

野球部がない。

中学校でも

野球を続けたい！

隣の中学校の

地域クラブに加入。

（○○中野球クラブ）

地域クラブで

一緒に活動！

中体連にも出場でき

る可能性あり

○○中○○クラブ △△中○○クラブ

※３校合同や４校合同もあり※基本は単独型 ※市全体でチーム

市全体でチーム編成！（単独型・合同型・オール型・拠点校型）

中体連・各大会へ参加可能な体制へ！（各種協会・連盟と連携）
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（９）複数校合同部活動の編成                                 

ア. 経緯・背景 

複数校合同部活動は、「単一校において、希望する生徒はいるが部を設置していない」、「部は設置し

ているが部員数が少なく十分な活動ができない」等の場合の救済措置として設けられた制度です。 

また、生徒の「やりたい活動ができる」環境を整えつつ、生徒や保護者、顧問の負担や不安を軽減

し、持続可能な学校部活動・地域クラブ活動の推進を図るものです。 

 

イ. 複数校合同部活動の編成方法 

①合同方式による複数校合同部活動（以下「合同チーム」）の編成にあたり、市内を２地域（西

部・東部）に区分し、それぞれの地域の構成中学校を次のとおりとします。 

 

   

 

   

 

 

 

   

②合同チームについては、移動に伴う生徒の負担等を考慮し、同一地域の学校間で編成するも  

のとし、２地域とも蘇南中学校を除いた２校でチーム編成することを優先します。ただし、各校

の部員数や種目の開設状況、合同チームの継続状況、他市町村の学校とのチーム編成等、特別の

事情がある場合はこの限りではありません。 

③合同チームの編成にあたっては、原則として単独でチーム編成ができない学校から母体となる学

校に声掛けを行い、協議を開始するものとします。（単独でチーム編成できない学校同士の場合

は、どちらから声掛けしても構いません。） 

④各中学校は、合同チームを編成する場合、生徒、保護者、指導者（外部指導者・地域指導者）に

速やかに説明を行い、理解を得るよう努めてください。 

※上記編成方法は、「拠点校方式による複数校合同部活動」を編成する際にも準用します。 

※地域クラブ活動は、学校部活動を補完する活動であるため、活動（チーム）体系は学校部活動と   

同じとなります。 

 

【注意】現在編成されている合同チームを再編するものではありません。 

新たに合同チームを編成する際の基本的なルールや考え方となります。 

 

（10）地域クラブ活動に係る配慮                                 

生徒が地域クラブ活動に参加しないことを理由に、学校部活動などにおいて不利益となることがな

いよう十分配慮してください。 

 

  

西可児中学校＋広陵中学校 

（蘇南中学校） 

西  部 

中部中学校＋東可児中学校 

（蘇南中学校） 

東  部 

◎蘇南中学校は大規模校のため、どちらの地域にも重複 
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２. 安全管理等について 

 
（１）安全管理・物品管理                                    

ア．活動場所、施設設備、用具等の安全点検を定期的に行ってください。 

イ．生徒の心身の健康状態を常時点検・観察し、状況に応じて適切な指導や対処をするよう努めてく

ださい。 

ウ．怪我、事故、損害賠償等に備え、UNICにてスポーツ安全保険に加入します。なお、万が一、事故

が発生した場合は、別添２の「可児UNIC会員保険の手続きについて」に従って、速やかにUNICに

ご連絡ください。 

エ．生徒が怪我、体調不良の場合は、以下を参考に適切に対応してください。（別添３、別添４） 

・首より上の怪我については、基本的にその生徒の保護者にすぐ連絡し受診を依頼します。 

（頭部を打ったとき、目に何かが当たったときなどは特に） 

・体調不良（熱中症など）の場合は、本人が自分で帰宅できると言っても、保護者に迎えに来て

もらい状況や症状を伝え引き渡します。（体調の急変もあり得る） 

・救急を要する怪我、症状の場合は躊躇せず救急車を呼んでください。 

・病院で受診をした場合は、受診結果を学校に報告してください。 

オ．警報発令時等の対応は、学校教育活動に準じることとします。 

カ．施設や用具に破損等が生じた場合は、速やかに学校及びUNICへご連絡ください。 

キ．学校部活動で使用している物品は原則学校部活動と同様に使用できますが、使用する場合は事前

に学校と協議してください。 

 

（２）熱中症対策                                        

 本格的な夏のシーズンでは、地域クラブ活動においても熱中症の発生が危惧されるところです。 

地域クラブ活動は、学校部活動に準ずる活動であるため、熱中症についても学校と同等の対応をす

る必要があります。 

 

【対応・判断】 

熱中症対策については、岐阜県教育委員会策定の「熱中症対策ガイドライン～学校教育活動におけ

る判断と行動の目安～」（別添５）に基づき対応いただくこととなります。 

つきましては、スポーツ及び屋外での活動に関しては、活動開始時及び１時間毎に「暑さ指数

（WBGT）」を計測いただき、連絡票に記録いただくこととしますので、よろしくお願いいたします。

（対応期間は６月～９月末まで。記録方法は別添７を参照。） 

なお、暑さ指数を計測・記録することは、生徒や指導者等の安全確保はもとより、第三者に対して

活動の妥当性を示すことにもつながりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。 

※「屋外用の暑さ指数測定器」の保管場所は、各学校にお尋ねください。 

（体育館及び格技場については、施設内に設置してあります。） 

※日頃から水分補給や休憩時間の確保、生徒の様子等には配慮願います。 

※暑さ指数が31℃以上の場合は、スポーツ活動は原則中止です。 

※環境省のLINEアプリ等も活用いただけると便利です。 

※熱中症の主な症状、応急処置については厚生労働省のパンフレットをご参照ください。（別添６） 
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３． プラスワン活動について 

 
 

 

 

 

 

 

 

プラスワン活動は、保護者会において生徒の希望により、部活動及び地域クラブ活動にプラスして

行う活動です。 

 プラスワン活動を実施するにあたっては、週の合計活動時間が11時間以内であれば、地域クラブ活動

による休日の部活動を「プラスワン活動」として実施することができます。 

 ただし、プラスワン活動の時間制限は、地域クラブ活動の時間制限と同様「平日２時間程度」、「休日

３時間程度」とします。 

 

（指針から抜粋） 

地域クラブ活動を行う保護者会において、活動をさらに求めようとする希望生徒が、学校部活動及

び地域クラブ活動にプラスする活動（プラスワン活動）として、保護者の管理下（学校の管理外）で、

自発的・自主的に行うUNIC活動。 

（１）活動時間 

① 平日の下校後 

② 休日（土曜日、日曜日、祝日） 

③ 長期休業日（夏季、冬季） 

（２）責任者 

・ 保護者会の代表者。 

（３）団体登録 

・ UNICにて登録する。（活動名は地域クラブ活動名と同じ） 

（４）指導者 

・地域指導者。 

（５）その他 

・ 生徒・指導者は、傷害保険に加入する。（費用は市が負担。）   

・ 責任者及び指導者は、けが、事故、諸問題は責任者を中心に適切に対処し、責任を負う。 

・ プラスワン活動の実施の有無は保護者会にて決定する。 

・ プラスワン活動はUNICの登録団体であるが、運営はすべて保護者会にて行う。 

・ 責任者、団体登録、指導者、その他については、地域クラブ活動における登録内容を兼用する。 

・ 責任者及び指導者は、当活動に参加しない生徒が、参加しないことを理由に（学校部活動など

において）不利益となることがないよう十分配慮する。 

※プラスワン活動は「地域クラブ活動」を補完する形で実施する活動である。そのため本指針に示

す活動時間及び休養日の範囲内で行われる活動とする。  

 
休日(土日・祝) 

地域クラブ活動 

平日 

学校部活動 

平日(下校後)・休日 

プラスワン活動 
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４． 学校部活動、地域クラブ活動の加入について 
 

現在、可児市では平日は「学校部活動」、休日は「地域クラブ活動」として活動しています。 

また、地域クラブ活動は、学校部活動にある種目をもとに、中学校区を基本単位として可児市全体

で活動ができる体制・チーム編成をしています。 

学校部活動及び地域クラブ活動への加入は以下のとおりです。 

 

生 徒 部活動に加入しない
部活動加入

を希望しない

NO

部活動加入を希望する

ＹＥＳ

中学校にない部に

加入する

NO

ＹＥＳ

部活動に加入

希望種目を選択し

部活動加入届

を提出

拠点校部活動

に加入

○○中学校 ○○部

学校部活動 地域クラブ活動

保護者会：○○部保護者会

指導者：顧問（教員） 指導者：地域指導者

主体：○○中学校 主体：可児UNIC

活動場所：○○中学校 体育館

保険：学校加入の保険
（日本スポーツ振興センター）

保険：UNIC加入の保険

（スポーツ安全保険）

活動：平日の活動 活動：休日の活動

休日の活動を

希望

学校部活動のみ実施

休日の活動を

希望しない

プラスワン活動

（保護者クラブ）

へ加入する

新たな活動を

希望する
ＹＥＳ

ＹＥＳ

NO

中学校にある部に

加入する

部活動加入届

を提出

ＵＮＩＣへ加入して

いるため

ＵＩＮＣ講座等にも

参加可能

部活動加入届は

所属中学校に提出

地域クラブ活動希望は

保護者会で取りまとめ

市へオンラインで申請。
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※

※

※

学校部活動及び地域クラブ活動の入部パターン

自校加入パターン

自分の中学校にある 自分の中学校にない

学校部活動 地域クラブ活動
地域クラブ活動

（学校部活動にも加入となる）

パターン１
学校部活動+地域クラブ活動

○
（加入する）

○
（加入する）

✖

（加入できません）

パターン２
学校部活動のみ（休日活動しな
い）

○
（加入する）

×
（加入しない）

×
（加入しない）

パターン３
学校部活動のみ（休日なし部活）

○
（加入する）

―
(地域クラブ活動未設置)

×
（加入しない）

他校加入パターン

自分の中学校にある 自分の中学校にない

学校部活動 地域クラブ活動
地域クラブ活動

（学校部活動にも加入となる）

特殊パターン１は、拠点校への参加をメインとして、平日に拠点校に参加できないので、自分の中学校にあ
る部活動に参加します。（例：平日は陸上部、休日はバドミントン部、大会参加はバドミントン部）

基本パターン１
他校の部活動への参加

×
（加入しない）

×
（加入しない）

○
（加入する）

特殊パターン１
他校の部活へ参加+平日は自校

○
（加入する）

×
（加入しない）

○
（加入する）

特殊パターン２
他校の部活へ参加+平日は自校

○
（加入する）

―
(地域クラブ活動未設置)

○
（加入する）

自分の中学校にない部活動に参加する場合、平日の拠点校の学校部活動には移動等が困難なため、参加で
きません。

特殊パターン２は、文科系部活動には地域クラブ活動を設置していない（休日に活動しない）部活動がある
ため、休日は拠点校の部活動に参加します。（例：平日は美術部、休日はソフトボール部）

NGパターン

自分の中学校にある 自分の中学校にない

学校部活動 地域クラブ活動
地域クラブ活動

（学校部活動にも加入となる）

※　地域クラブ活動のみに加入することはできません。また、地域クラブ活動を二重に登録はできません。

※　地域クラブ活動は学校部活動を補う活動のため、学校部活動に加入しないと地域クラブ活動に加入できま
　　 せん。

NGパターン１
地域クラブ活動のみ参加（自校）

×
（加入しない）

○
（加入する）

×
（加入しない）

NGパターン２
地域クラブ活動のみ参加（他校）

×
（加入しない）

○
（加入する）

○
（加入する）
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５. 地域クラブの登録から活動開始までの流れ 
 

休日に活動をしようとする場合、地域クラブ活動の届出をしなければなりません。活動を開始するま

での流れについては、以下の通りです。 

 

（１）新規に地域クラブを設立する場合                             

設立の流れ 内容 

①部活動保護者会による協議 

（休日の活動の有無） 

・部に加入した生徒の保護者会を開き、休日の活動の有無、

参加メンバー、地域指導者、保護者代表等について話し合

います。 

  

②可児市への届出 

（活動開始、保護者代表の届出）  

・保護者代表は、可児市（以下「市」）へ『地域クラブ活動届

出書（兼保護者代表者申出書）』を市HPからオンライン（ロ

ゴフォーム）で申請します。 

  

③地域クラブの会員登録 

（生徒、地域指導者の会員登録）  

・生徒保護者、地域指導者は、市HPから会員登録を地域クラ

ブアプリ（以下「キントーン」）で行います。 

  

④保護者会総会の開催 

（規約、活動計画、収支計画） 

・地域クラブ活動に参加する生徒の全保護者と地域指導者が

集まる総会を開き、規約、活動計画、収支計画を作成しま

す。（別添１） 

  

⑤UNIC「地域クラブ」を設置 

・市から送致された登録情報をもとに可児UNICｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

（以下「UNIC」）にて「地域クラブ」を設置します。 

・設置と同時に、登録情報をもとにUNIC会員登録、地域指導

者登録、保険加入手続きを行います。 

  

⑥UNIC年会費のお支払い 

・UNIC事務局へ会員（参加生徒）1人当たり1,000円の年会費

を支払います。 

※年会費の支払い確認後にスポーツ安全保険に加入します。

（月末までの支払い→当該月１日まで遡り保険適用） 

  

⑦地域クラブ活動開始 ・地域クラブ活動を開始します。 

 

※会員登録方法、登録状況の確認方法の詳細は、市 HPをご確認ください。 
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（２）地域クラブの登録情報を更新する場合                                

更新の流れ 内容 

①可児市へ届出 

（３月下旬〆切） 

・引き続き地域クラブ活動を行う場合、保護者代表は市へ『地域

クラブ活動届出書（兼保護者代表申出書）』を市HPからオンラ

イン（ロゴフォーム）で申請します。 

※保護者代表に変更が生じる場合、必ず提出してください。 

  

②生徒登録、地域指導者登録  

（４月以降） 

・地域クラブへ参加する生徒保護者と、指導、サポートする地

域指導者は、個人のスマートフォンで、市HPからキントーン

で登録します 

※登録は毎年更新が必要です。 

  

③保護者会総会の開催 

（規約、活動計画、収支計画） 

・地域クラブ活動に参加する生徒の全保護者と地域指導者が集

まる総会を開き、規約、活動計画、収支計画を更新します。

（変更等がなければ更新不要ですが、新規加入の生徒保護者

と共有、合意形成を図ります。） 

  

④UNIC「地域クラブ」の 

登録情報を更新 

・市から送致された登録情報をもとにUNICにて「地域クラブ」

の登録情報を更新します。 

・登録情報をもとにUNIC会員登録、地域指導者登録、保険加入

手続きを行います。 

  

⑤UNIC年会費の支払い 

・UNIC事務局に会員（参加生徒）1人当たり1,000円の年会費を

支払います。 

※年会費の支払い確認後にスポーツ安全保険に加入します。 

（月末までの支払い→当該月１日まで遡り保険適用） 

  

⑥地域クラブ活動開始 ・地域クラブ活動を開始します。 

 

※以下の場合も更新・登録が必要となります。 

 ９月末頃：３年生引退後の新チーム編成に伴う代表者（生徒保護者）の変更 

      地域クラブ活動届出書（兼保護者代表申出書）の提出 

 随  時：生徒の入退部、地域指導者の追加、退任など 
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６． 地域指導者について 

 
（１）地域指導者とは                                      

様々な活動経験や知識を活かして、市内のスポーツ系・文科系部活動の指導や支援を行うととも

に、スポーツ・文化活動を通じて中学生の健全育成や学校教育との連携など、中学生期のスポーツ・

文化活動の発展に貢献していく地域人材のことで、市に登録して指導にあたります。 

 

（２）地域指導者の要件等                                    

地域指導者の区分、要件等については以下のとおりです。地域指導者の管理下であっても、登録し

ていない者が指導にあたることのないようにしてください。 

 

（指針から抜粋） 

地域指導者の区分 

地域指導者に「指導者」及び「サポーター」の２つの区分を設け、地域指導者として登録

（新規または継続）する際に、どちらかの区分を選択する。それぞれの区分については、

次のとおり定義する。 

 指 導 者：日頃から活動種目に関する知識技能、指導技術等の習得・向上に努めるとと

もに、学校と連携し、学校部活動の教育的意義も踏まえながら、地域クラブ

活動において生徒の指導等にあたる者をいう。 

 サポーター：学校部活動の教育的意義も踏まえながら生徒と関わり、活動時の見守りや球

拾い等、地域クラブ活動において補助的支援にあたる者をいう。 

 

地域指導者の要件 

地域指導者は、以下の条件を満たした社会人とする。 

【指導者・サポーター共通事項】 

ア 成人（18歳）に達している。（学生、教職員も可とする） 

 イ 市が実施または指定する指導者講習会を受講している。 

 ウ 市の指針等に基づいて生徒と関わることができる。 

【指導者のみ対象事項】 

エ 国・県のガイドライン及び、市の指針等に基づいて指導できる。（技術、責任感や連帯

感、公正さや規律を尊ぶ態度、社会性・思考力や判断力等、心身を育てるための総合

的な指導） 

オ 研鑽を重ねるなど、日頃から必要な知識や技術（種目に関する知識技能、指導技術、

生徒理解等）の習得に努めている。 

カ 長期的・継続的に指導できる。（原則１年以上とするが、３年以上が望ましい） 

 

 地域指導者の推薦 

① 地域指導者（指導者及びサポーター）は、保護者会からの推薦を基本とする。 

② 保護者会と学校にて指導者が確保できない場合は、市（文化スポーツ課）に相談するもの

とし、市は体育連盟、各種目協会、文化団体等と協力して指導者の確保に努めるものとす

る。 
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地域指導者の委嘱・登録取り消しについて 

【指導者・サポーター共通事項】 

・下記のふさわしくない行為の通報が、市（文化スポーツ課）にあった場合、市は事実が確

認できるまで、地域指導者としての活動を一時停止する。 

・市は学校、保護者、地域クラブ関係者等を通じて、事実確認を行う。 

・地域指導者の行為を「ふさわしくない」と判断した場合、市が委嘱・登録を取り消す。（事

案によっては、学校、保護者、地域クラブ関係者、可児UNICスポーツクラブ等とふさわし

くない行為について審議することもある。) 

※ ふさわしくない行為…暴言、暴力、セクシャルハラスメント、人権侵害、学校の規則を

守らない、顧問の指示や連絡等の無視、生徒及び保護者との継続的なトラブル、及び不

適切な言動により、クラブ活動上不利益を生じさせたり、活動環境を害したりすること。

（例：特定の生徒とSNS等でやり取りする、人格を否定する言動等） 

あ 

 地域指導者の資質向上と生徒の心身の健康管理について 

① 地域指導者は、自己研鑽に努め、指導者講習会や研修会に積極的に参加するようにする。 

② 地域指導者は、学校部活動、地域クラブ活動全てにおいて、生徒の命を守ることを大前

提に置き、生徒の健康状態を把握し、活動状況を観察したり声をかけたりし、施設設備

や用具の安全確認を定期的に行うなど、けがや事故、諸問題の未然防止に努める。また、

それらが発生した場合は迅速、正確、適切に対処する。特に熱中症については、夏季活

動時の「暑さ指数」の測定（暑さ指数が31℃以上の場合、スポーツ活動は原則中止）を

はじめ、水分・塩分の補給、休憩の取得、軽装や着帽等、熱中症の未然防止、症状発生時

の適切な対処（体温の冷却、病院への搬送等）について配慮する。 

③ 地域指導者は、Ⅴ-４「活動時間や休養日等について」を理解し、状況に応じて、生徒、

保護者等と相談し、適切な対応を取る。（活動の中止、活動時間の短縮、休養日の変更等） 

④ 地域指導者は、生徒への配慮とともに保護者の負担も考慮し、練習や大会、対外試合、

対外交流等を精選する。また、そのことについて生徒や保護者と十分に話し合い、計画

的に活動を進める。 

⑤ 地域指導者は、規定の時間や内容で、合理的かつ効率的・効果的な活動を行えるように

する。 
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（３）地域指導者の勤務内容及び報酬等                               

地域指導者の区分（指導者・サポーター）毎の報酬額は、次の通りです。 

（指針から抜粋） 

地域指導者の勤務内容及び報酬の対象者・金額・支給条件等は、「指導者」及び「サポーター」の

区分毎に次のとおりとする。 

 

【指導者】 

① 勤務内容 

勤務日時：休日（土曜日、日曜日、祝日）の１日３時間程度 

主な職務：休日の地域クラブ活動における実技指導 

※これまで学校が担ってきた指導以外の部分（大会の参加申込みや引率・監督、施設の利用調

整等）については、学校が中心となって地域に展開できる仕組みを構築し、種目差・地域差

等を考慮しながら段階的に地域に展開していく。 

② 報酬 

対 象 者 地域指導者のうち、「指導者」として登録した者 

報 酬 額 1,000円／時間（１日当たり３時間限度） 

ひと月の上限 

（１日の指導者

配置上限は２名） 

１日 1,000円×３時間＝3,000円 

ひと月 
月に土曜日が４回の場合 ⇒3,000円×４回＝12,000円 

月に土曜日が５回の場合 ⇒3,000円×５回＝15,000円 

【サポーター】 

① 勤務内容 

勤務日時：指導者に同じ 

主な職務：休日の地域クラブ活動における補助的支援 

② 報酬 

対 象 者 地域指導者（「サポーター」又は「指導者」）として登録した者 

報 酬 額 1,000円／日 

ひと月の上限 

（１日のｻﾎﾟｰﾀｰ

配置上限は２名） 

１日 1,000円×１日＝1,000円 

ひと月 
月に土曜日が４回の場合 ⇒1,000円×４回＝4,000円 

月に土曜日が５回の場合 ⇒1,000円×５回＝5,000円 

そ の 他 

「指導者」として登録している者を、サポーター報酬の対象

とする場合は、当該報酬対象日に指導者報酬との重複がない

こと及び１時間以上の指導を行っていることが条件となる。 

【注意事項（指導者・サポーター共通）】 

・クラブ毎に主な活動を行う曜日が異なるため、月の『土曜日』の日数を基準とし、算定する。

（対象月の土曜日が４日間の場合「４回」、５日間の場合「５回」） 

・報酬は、「指導者」、「サポーター」の区分を問わず、同一人につき対象月の土曜日の回数分を上

限とする。ただし、複数クラブで地域指導者として登録している場合は、地域クラブ毎に上限回

数を適用する。 

・プラスワン活動は、報酬の対象外とする。 
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（４）地域指導者の報酬対象日数ついて                                                          

ア. 報酬対象上限について 

 主な活動日を「土曜日」に設定している場合であっても、活動状況によって「日曜日」に変わったり、

「祝日」に活動を行ったりすることがあります。各地域クラブによって、主な活動日が異なるため、『土

曜日』を報酬額算定の基準とし、各月の報酬上限回数を設定します。 

 

・「１ヶ月」の報酬対象の日数上限は、『土曜日』の回数（５回 or４回） 

・「１日」の報酬対象の人数上限は、各指導者区分２名まで 

⇒つまり、 

・１ヶ月で地域指導者１人あたりの上限回数は、５回 or４回 

・１ヶ月で地域クラブあたりの上限回数は、「合計」10回 or８回まで（※11時間ルール以内) 

 

そのため、地域指導者１人当たりの各月上限回数と、地域クラブ内での各月の上限回数は、次のとお

りです。 

 

R8 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

１人の 

上限回数 
４ ５ ４ ５ 5 4 5 4 4 5 4 4 

指導者 

合計 
最大回数 

8 10 8 8 10 8 10 8 8 10 8 8 

サポーター 

合計 

最大回数 
8 10 8 8 10 8 10 8 8 10 8 8 

※「指導者」、「サポーター」の区分を問わず、同一人につき対象月の土日の回数分を上限とする。 

※複数クラブで地域指導者登録している場合は、地域クラブ毎に上限回数を適用する。 

 

イ. １ヶ月に各指導者区分３人以上報告した場合の「割振りルール」について 

・出勤回数が多い人を優先。上限回数（５回 or４回）まで割振る。 

・地域クラブ内の最大回数から上記分を引いた残りを、他の地域指導者へ割振る。 

・同じ出勤回数の人がいる場合、同回数の人数で割る。 

・合計８回 or10回を超える場合は、クラブに対象者を確認。 

 

対象者 出勤回数 割振り後 備考 

A さん ６ 5 ・１ヶ月、最大５回 

B さん 3 3 ・出勤回数が多い人を優先 

C さん 2 1 ・残り（10-8=2 回）を他メンバーに割り振る。 

※同じ出勤回数の場合、同回数の人数で割る 

※合計 10 回を超える場合は、クラブに対象者確認。 D さん 2 1 

※1ヶ月に『土曜日』が「５回」の場合 
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下の例では、報酬対象は次のとおりとなる。 

 

【表示例】 

 
Ａさん１名で指導 

 
Ｃさん１名で指導 

 
Ｂさん１名で指導 

 
Ｄさん１名で指導 

 
ＡＢさん２名で指導 

 
ＣＤさん２名で指導 

 

【報酬の上限】 

・１ヶ月で地域指導者１人あたりの上限回数は、５回。（『土曜日』が５日間あるため） 

・１ヶ月で地域クラブあたりの上限回数は、「合計」10回まで(※11時間ルール内であること) 

 

【報酬対象の回数】 

・指導者Ａさん 出勤回数６回 → 報酬対象５回 

・指導者Ｂさん 出勤回数３回 → 報酬対象３回 

・指導者Ｃさん 出勤回数２回 → 報酬対象１回 

・指導者Ｄさん 出勤回数２回 → 報酬対象１回  として、報酬額をＵＮＩＣにて計算。 

  

2026年5月

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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（５）地域指導者登録から活動までの流れ                            

地域指導者登録の流れは次の通りです。なお、指導者講習は、今後地域指導者になりたい方も参

加可能です。 

地域指導者登録の流れ 内容 

①指導者講習【WEB版】の

受講 

・市HPから指導者講習動画を視聴し、eラーニング（ロゴフォーム）

を受験します。 

・eラーニングを受験した際の「受付番号」を必ず控えてください。 

 キントーンでの地域指導者登録の際に必要です。 

  

②保護者会からの委嘱 

地域指導者登録 

・保護者会からの指導依頼を受け、地域指導者登録を市のHPからキン

トーンで行います。 

  

③事前打合せ 
・地域指導者と学校（顧問）、保護者会と活動日や時間、活動内容に

ついての事前打合せを行います。 

  

④指導の実施 

・地域クラブ活動の趣旨を遵守し、地域指導者の資質向上と、生徒の

心身の健康管理に努めた指導を実施します。 

・指導にあたっては、部活動を補完する活動であるため、部活動顧問

と連携して指導にあたります。 

  

⑤出勤簿の入力、活動報告 ・出勤簿の入力及び活動報告を、市のHPからキントーンで行います。 

  

⑥報酬の受け取り 

・出勤簿による勤務実績から報酬額を算出し、四半期ごとにUNICから

登録口座へ報酬を支払います。 

※報酬の支払いについては、「４.地域指導者について（３）地域指導

者の報酬内容及び報酬等について」に準じます。 

 

※地域指導者登録の更新は毎年必要です。指導者講習【WEB版】の受講も地域指導者登録の更新に伴

い、毎年受験が必要です。 

※令和８年度から地域指導者講習の「修了証」の発行は廃止します。必要な場合は可児市文化スポー

ツ課までご連絡ください。 

※兼職兼業の申請等で、「地域指導者登録証」が必要な場合は、可児市文化スポーツ課までご連絡くだ

さい。 
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（６）地域指導者の公募                                    

 地域クラブ活動における持続可能な指導体制の構築を目指し、県の人材バンクを活用しながら、可

児市においても必要に応じて、「地域指導者の公募」を行います。 

 公募の依頼方法等は市HPをご確認ください。 

 

※「サポーター」は公募の対象には含めず、「指導者」の確保を優先します。 

※地域クラブまたは学校と申込者間での直接交渉については、必要に応じて市（文化スポーツ課）が

立ち会います。 

  

 

STEP  

 

 

 STEP  

 

 

 STEP  
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◆公募から「地域クラブ」と「地域指導者」のマッチングまでの流れ 
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７． 地域クラブ活動アプリ（キントーン）について 

 
（１）地域クラブ活動アプリ（キントーン）とは                                      

保護者又は地域指導者自身のスマートフォンから、地域クラブの会員登録（生徒、地域指導者）及び、

地域指導者の出勤簿報告を行うアプリです。（ダウンロードは不要） 

 

（２）キントーンで行うこと                             

 地域クラブ活動にかかる次の事項をキントーンで行います。 

 

 ①参加生徒の登録※１（保護者、生徒情報）、登録情報の確認 

・参加を希望する生徒保護者のスマートフォンから、キントーンを通じ、市へ会員登録を行いま

す。 

 

 ②地域指導者の登録※１（承諾書）登録情報の確認 

・推薦を受けた地域指導者のスマートフォンからキントーンを通じ、市へ登録を行います。 

 

 ③出勤簿の入力※２、確認、修正 

・登録地域指導者のスマートフォンから出勤簿の入力及び確認、修正と活動場所及び活動内容の 

報告を行います。 

 

※１ 保険加入手続きの都合上、必ず活動開始月の月末までに登録してください。一度登録すれば年度

内は有効です。（スマートフォンから自身及び同クラブ内の登録状況の確認ができます。） 

※２ 地域クラブ毎に出勤簿の入力ができるのは、指導者２人・サポーター２人までです。３人目の

入力はできません。各区分２人以上出勤した場合は、必ず謝金受取対象者をお話し合いのう

え、入力してください。（出勤簿は毎月月末日までに入力・修正してください。前月分の入力・

修正はできません）  

保護者 

可児市 

（文化スポーツ課） 

キントーン 

生徒登録 

学校顧問 

UNIC 

保護者 

地域指導者 

指導者登録 

出勤簿 

地域 

指導者 

情報 

共有 

キントーン 

データ提供 

推

薦 
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８. 学校部活動と地域クラブ活動の連携 

                            

地域クラブ活動は、学校部活動を補完するものとして、地域の力を借りて、地域の活動として実施し

ていくものです。 

休日の学校部活動は「UNIC」に移行し、地域クラブ活動として実施することに伴い、休日の指導は「地

域指導者」に移行され「部活動顧問」が指導する機会は減少します。しかし、当面は平日の学校部活動

は引き続き学校主体で実施されるため、技術指導、生徒指導両面で、より地域クラブ活動の地域指導者

との連携を図っていく必要があります。 

 

部（学校）は「三者代表会議」を、地域クラブ活動は「二者連携会議」を定期的に開催し、活動内

容、指導内容、生徒の実態（心身や技能の状況、仲間関係）等について、共通理解を図ります。 

意見や要望、諸問題についてはその場で検討し、合意形成を図り、その後の指導・支援が適切に行

われるようにします。また、各責任者は、必要に応じて諸会を開催してください。 

 

※三者代表者会：学校が主催する、学校（校長、各顧問等）・各部保護者代表・全外部指導者の三者にお

ける会。 

※二者連携会議：地域クラブが主催する、全保護者・指導者の二者における会。 
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９． 可児市立中学校施設の利用について 
 

（１）利用可能な活動                                      

地域クラブ活動は、基本的には所属する学校施設を利用していただくことになります。 

 利用可能団体は、以下のとおりです。 

・地域クラブ活動：「可児市中学生期のスポーツ・文化活動指針」に基づく届出を行い、UNICの活動と

して登録された団体「地域クラブ活動」です。 

・プラスワン活動：学校部活動及び地域クラブ活動を行う保護者会において、活動をさらに求めよう

とする希望生徒が、プラスの活動（プラスワン活動）として、保護者の管理下

（学校の管理外）で、自発的・自主的に行う活動です。プラスワン活動として学

校施設を利用する場合も、本手引きに従って利用してください。 

 

（２）利用施設・日時                                      

利用できる施設は、下表のとおりです。日時については、休日の８時から18時の利用となります。 

※18時以降に学校施設を利用したい場合、スポーツ系活動場所は「可児市立小中学校体育施設開放事

業」での利用（テニスコートは除く）となります。なお、文化系活動場所は18時以降の利用はできま

せん。 

〈スポーツ系活動〉 

学校 施設名 

蘇 南 グラウンド 体育館 テニスコート 格技場 

中 部 グラウンド 体育館 テニスコート 武道場 

西可児 運動場 体育館 テニスコート 格技室 

東可児 運動場 体育館 テニスコート 格技室 

広 陵 運動場 体育館 テニスコート 格技室 

〈文化系活動〉 

学校 吹奏楽部 技術・科学・パソコン 文化創作 

蘇 南 

第１音楽室 

第２音楽室 

北舎４階普通教室 

ロボコン：金工室 ― 

中 部 

第１音楽室 

第２音楽室 

北舎４階普通教室 

技術棟 ― 

西可児 

第１音楽室 

第２音楽室 

調理室・理科室 

被服室・美術室 

― ― 

東可児 

音楽室１ 

音楽室２ 

調理室・被服室 

― 
多目的室 

大広間 

広 陵 

第１音楽室 

第２音楽室 

ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ 

― ― 

※文化系活動については、活動場所が限定されます。 
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（３）体育館施設（体育館・格技室）を使用する場合                        

今まで所属する中学校の体育館を使用する場合、学校（顧問）が活動日を調整していましたが、学

校体育館施設予約のオンライン化に伴い、令和８年度から地域クラブがオンラインで予約する形に変

更しました。 

 

ア. 利用者の区分 

「休日日中」の予約を取る場合と、「休日日中以外」の予約を取る場合で、利用者区分が異なりま

す。 

 

※休日日中に行う体育館を使用する種目の地域クラブ活動のみ、所属する学校の体育館を優先的に予

約できます。 

※休日日中以外にプラスワン活動を行う場合、「優先団体」と「一般団体」の２つの利用者登録が必要 

です。 

※保護者管理下のプラスワン活動は、一般利用団体ですが、活動時間が週11時間以内の利用料は減免

です。 

 

イ. 予約申請の流れ 

 

※予約日の事前調整が有効です。オンラインシステムでの予約重複分については、自動抽選で決定し

ます。活動したい日に体育館が利用できなくなる可能性があるため、可能な限り「事前調整」で枠

を確保します。 

  

活動時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

8：00～18：00

18：00～22：00

地域クラブ活動：優先団体

プラスワン活動：一般団体

利用者区分：学校開放（スポ少・地域クラブ）

予約日 ：前月１～３日

減免 ：100％

調整会議 ：出席不要（追加利用申請ない場合）

利用者区分：学校開放（一般）

予約日 ：前月５～12日

減免 ：100％

調整会議 ：出席不要（追加利用申請ない場合）

＜５月利用の場合＞

スケジュール
仮決定

事前調整
優先団体
入力期間

オンライン申請
入力不可

一般団体
入力期間

スケジュール ～３月20日※ 21日※～月末 ４月１日～３日 4月4日
４月５日
～12日

4月13日
調整会議

（22日or23日）
４月28日～月末
（8：30～19：00）

・利用者
（優先団体）
　地域クラブ

・クラブ活動日を
　決定（仮）

・クラブ間で
　重複分を調整
・活動日決定

・一次利用申請
・抽選結果
　メール受信

・追加利用申請
（当該校のみ）

・B＆Gで２次申請

・利用者
（一般団体）

・利用申請
・抽選結果
　メール受信

・納付書受領
・追加利用申請
（当該校のみ）

・B＆Gで２次申請
（調整会議に来た
団体のみ）

※仮の日にちです。月末までにクラブ間で調整できる日程を決めてください。

オンライン申請
入力不可
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学校の体育館施設での活動は、「可児市立小中学校体育施設開放事業」での利用となります。 

令和８年度から、休日の中学校体育館施設を使用する場合は、「オンライン予約申請」が必要となり

ます。使用については、以下の流れとなります。 

 

体育館施設 内容 

①団体登録 ・登録フォームから団体登録を行います。 

  

②予約・抽選結果の通知 
・「施設予約システム」から体育館施設の使用予約申請をします。 

・予約申請した抽選結果が通知されます。 

  

④再予約 
・予約の抽選結果から漏れた場合、調整会議、B＆G海洋センターにて、

空き状況に応じ予約ができます。 

  

⑤鍵の受け取り 

施設の開錠 

【各クラブに配布した鍵を使用する場合】 

・金曜日に顧問から部長へ施設の鍵等が入った「活動袋」を渡します。 

・部長は活動日に地域指導者に「活動袋」を渡し、施設を開錠します。 

【各クラブに配布した鍵を使用しない場合】 

・B＆G海洋センター、地区センターで鍵を受け取ります。 

・体育館入口設置のスマートキーボックスを利用する場合は、通知され

た暗証番号でキーボックスを開錠、鍵を取り出す。 

  

⑥活動終了後、施錠 ・活動終了後、体育館施設を施錠。鍵を返却します。 

※指針に定める活動時間内での地域クラブ活動は、使用料を減免とします。 

※詳細は市HPをご確認ください。 

 

（４）体育館施設以外を使用する場合                              

休日は８：00から18：00までの間で、学校部活動顧問と相談の上、活動時間を決定してください。 

体育館施設以外 内容 

①鍵の受け渡し 

施設の開錠 

・金曜日に顧問から部長へ施設の鍵等が入った「活動袋」を渡します。 

・部長は活動日に地域指導者に「活動袋」を渡し、施設を開錠します。 

  

②活動の実施 ・地域クラブ活動を行います。 

  

③施設の施錠、 

鍵の受け渡し 

・施設の片づけを行い、施設の施錠を行ったら、地域指導者は鍵及びフ

ァイル等を「活動袋」に入れて、部長に渡します。 

・月曜日に部長から顧問へ「活動袋」を返却します。 
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（５）利用時・利用後の注意点                                 

利用者は、利用現場にいる者の中から責任者を定め、責任者が学校施設の安全な利用の確保に努める

とともに、下記の事項を守って利用してください。 

また、非常時には、文化スポーツ課または学校への連絡等、その他必要な処置をとってください。 

 

ア. 利用時 

① 利用開始時間より前から利用はできません。 

② 自動車やバイク、自転車は決められた場所に停車してください。 

③ 施設が不良の時は利用を中止し、UNICにご連絡ください。 

④ 許可内容（時間、種目、使用面、備品）に限り利用できます。 

⑤ 用具及び備品は、原則として利用者が用意してください。ただし、学校から利用許可を得てい 

るものについては利用できます。 

⑥ 施設内での飲食は、水分補給を除きできません。 

⑦ 体育館の排煙窓を、換気の目的で開閉しないでください。 

⑧ 利用施設以外には絶対に入らないでください。（責任者を中心に徹底してください。） 

⑨ 本書に記載されている諸規定を守ってください。 

 

イ. 利用後 

① 利用時に出たごみは、ゴミ箱を使用せず持ち帰るようにしてください。 

② 備品等整理清掃、施錠消灯等の点検は、利用時間内におこなってください。 

③ 利用後は、すみやかに施設から退出してください。 

④ 門扉の閉め忘れにご注意ください。 

⑤ 各クラブに配布した鍵を使用する場合、鍵を利用終了後、部長に「活動袋」を手渡し、月曜日 

に部長から顧問へ返却してください。 

 

（６）遵守事項・責任等                                     

・利用時に生じた事故には、利用者の責任で対応してください。責任者は、速やかにUNICへ事故内容

を報告してください。（別添２） 

・責任者は施設の破損時には直ちに文化スポーツ課へ報告し、その指示に従うとともに、すみやかに

復旧してください。 

・利用者は、教育委員会が定めた施錠管理方法を遵守してください。 

・許可を受けた目的以外に利用しないでください。 

・利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないでください。 

・利用の権利を他人に譲渡し又は転貸しないでください。 

・近隣住民に迷惑をかける恐れのある行為をしないでください。 

・その他、市及び教育委員会が別途定める指針及び規則等を厳守してください。 
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（７）その他                                          

① 学校施設内は全面禁煙です。（駐車場も同様となります。） 

② 学校の都合により、利用が許可された後に、取消・変更を行うことがあります。 

③ 校内の物品は、学校長の許可なく移動または撤去しないでください。 

④ 各校には下表のとおりＡＥＤが設置してあります。事前に場所を確認してください。 

⑤ この手引きに定めのない事項または疑義が生じた際は、文化スポーツ課及び学校で協議して定め

ます。 

 

ＡＥＤ設置場所一覧 

学校名 屋外設置 建物内設置 計 

蘇 南 体育館玄関前 １階・職員玄関 ２ 

中 部 体育館玄関前 １階・職員玄関、２階・職員室前 ３ 

西可児 体育館玄関前 
１階・職員室前、２階・教室棟廊下、 

３階・教室棟廊下 
４ 

東可児 体育館玄関前 １階・保健室前、２階・北校舎廊下 ３ 

広 陵 体育館玄関前 １階・図書館前 ２ 
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10． 中学校以外の施設利用・減免について 
 

学校部活動及び地域クラブ活動で市内公共施設（地区センター、体育施設（カヤバスタジアム、市

原産業スポーツフィールドは除く））を使用する場合は、中学生期のスポーツ・文化活動の推進と公平

性・公益性の観点から、以下のとおり使用料を減免します。 

※申請方法等については施設毎の規定に従ってください。 

 

（１）「地域クラブ活動」・「部活動（中学校・高校）」に関する減免等の取扱い             

ア. 学校開放について                             

〈学校開放〉 

○可児市中学生期のスポーツ・文化活動指針に定めのある活動時間+準備及び片付けの時間（１時間）

までは減免（無料）と対象とします。 

平日：３時間（活動時間２時間＋準備及び片付け時間１時間） 

休日：４時間（活動時間３時間＋準備及び片付け時間１時間） 

○減免時間を超えた利用は有料とします。 

※平日３時間、休日４時間を超える申請をした場合は、超えた部分のみが有料になるのではなく、利

用時間すべてが有料（減免対象外）となります。 

○大会の場合は、「学校体育施設優先利用申請書」と「大会要項」と提出で減免（無料） 

 

イ. 可児市体育施設について                          

〈体育施設〉 

○利用月の前月20日以降の申請の場合、 

・指針に定めのある活動時間+準備及び片付けの時間（１時間）までは減免（無料）と対象としま

す。 

平日：３時間（活動時間２時間＋準備及び片付け時間１時間） 

休日：４時間（活動時間３時間＋準備及び片付け時間１時間） 

・減免時間を超えた場合は有料とします。 

※平日３時間、休日４時間を超える申請をした場合は、超えた部分のみが有料になるのではなく、

利用時間すべてが有料（減免対象外）となります。 

○利用月の前月19日以前に予約の場合は有料。 

○大会の場合は、「学校体育施設優先利用申請書」と「大会要項」と提出で減免（無料）します。 

○可児市運動公園スタジアム（KYBスタジアム）については、減免はありません。 

 

ウ. テニスコートについて                           

【テニスコートの利用について】 

 

〈鳴子近隣公園テニスコート〉 

○指針に定めのある活動時間+準備及び片付けの時間（１時間）までは減免（無料）対象とします。 

平日：３時間（活動時間２時間＋準備及び片付け時間１時間） 

休日：４時間（活動時間３時間＋準備及び片付け時間１時間） 

○利用コートは２面までです。 
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○減免面数（２面）・減免時間（平日は３時間、休日は４時間）を超えた利用は有料とします。 

※平日３時間、休日４時間を超える申請をした場合は、超えた部分のみが有料になるのではなく、利

用時間すべてが有料（減免対象外）となります。 

○減免利用時であっても、照明料金は有料 

 

〈可児市運動公園テニスコート（KYBテニスコート）〉 

○指針に定めのある活動時間+準備及び片付けの時間（１時間）までは減免（無料）と対象とします。 

平日：３時間（活動時間２時間＋準備及び片付け時間１時間） 

休日：４時間（活動時間３時間＋準備及び片付け時間１時間） 

○利用コートは３面までです。 

○減免面数（３面）・減免時間（平日は３時間、休日は４時間）を超えた利用は有料とします。 

※平日３時間、休日４時間を超える申請をした場合は、超えた部分のみが有料になるのではなく、利

用時間すべてが有料（減免対象外）となります。 

○減免利用時であっても、照明料金は有料 

 

エ. 地区センターについて（手引き抜粋）                       

３．学校の部活動及び地域クラブ活動に係る利用料について 

・ 学校の部活動及び地域クラブ活動で地区センターを利用する場合は、中学生期のスポーツ・文化

活動の推進と公平性・公益性の観点から、以下のとおり利用料を免除する。（この場合の申請者は

学校名又は学校長名、市に登録されている地域クラブ名（共和中学校の吹奏楽部（ブラビアーツ）

を含む。）であること。） 

○指針に定めのある活動時間+準備及び片付けの時間（１時間）までは減免（無料）と対象とします。 

平日：３時間（活動時間２時間＋準備及び片付け時間１時間） 

休日：４時間（活動時間３時間＋準備及び片付け時間１時間） 

○減免時間を超えた場合は有料となります。 

○大会の場合は、「学校体育施設優先利用申請書」と「大会要項」と提出で減免（無料）します。 

〇地域クラブ活動に関わる打合せ等での会議室利用等については、使用目的を明確に示したうえで減

免（無料）とする。 

・学校が部活動又は地域クラブ活動と承認していない活動（部活動の練習後、部活動に入部している

一部の生徒と保護者がレベル向上のために行う強化練習等）の場合は、下記理由に基づき利用料の

免除を行わない。 

※「地域クラブ活動」とは、学校の働き方改革を踏まえ、休日すなわち教員が勤務を要しない日につ

いて、部活動を補完するものとして、地域の力を借りて、地域の活動として実施していくための実

施団体であり、部活動と同じ活動である。 

※学校部活動及び地域クラブ活動にない他のスポーツ・文化団体の利用については利用料を徴収して

いること、学校体育施設開放事業（文化スポーツ課所管。学校部活動及び地域クラブ活動以外は有

料とする取扱いとなっている。）との整合性を図る必要があること、部活動に属する生徒の一部が

対象であり公平性に欠けること等 
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【減免について】 

・減免の対象となるのは、可児市中学生期のスポーツ・文化活動指針（以下「指針」。）に規定のあ

る活動時間内の活動を減免の対象とする。（ただし、活動内容により減免の対象とすることもあ

る。） 

○活動時間+準備及び片付けの時間（１時間）までは減免（無料）対象。 

平日：３時間（活動時間２時間＋準備及び片付け時間１時間） 

休日：４時間（活動時間３時間＋準備及び片付け時間１時間） 

○減免時間を超えた場合は有料。 

・平日３時間、休日４時間を超える申請をした場合は、超えた部分が有料になるのではなく、利

用時間すべてを有料（減免対象外）とする。 

○練習試合の場合も減免対象。 

○大会の場合は、「学校体育施設優先使用申請書」と「大会要項」と提出で減免（無料）。 

〇減免対象施設 

 ・地区センター 

 ・体育施設（カヤバスタジアム、市原産業スポーツフィールドは除く） 

 ・鳴子近隣公園テニスコート：使用コートは２面まで。 

 ・可児市運動公園テニスコート（カヤバテニスコート）：使用コートは３面まで。 

 ※テニスコートにおいては、減免利用時であっても照明料金は有料。 

〇減免対象外施設 

 ・可児市文化創造センター 

・カヤバスタジアム 

・市原産業スポーツフィールド 

〇申請について 

・申請を行う際には、地域クラブ活動名で申請。 

・プラスワン活動による申請の場合も地域クラブ活動名で申請。 

 ※地域クラブ活動名以外での申請（例：○○中○○保護者会名など）は、減免対象外とする。 

 

11． 個人情報の取り扱いについて 
 

 地域クラブ活動の各種登録、届出の内容については、学校部活動及び地域クラブ活動の円滑な運営

を目的として、所属する中学校、可児市地域クラブ活動推進会議、実施主体であるUNICに提供しま

す。このことについて、保護者会において各生徒、保護者の同意を得た上で地域クラブ活動の届出、

キントーンでの会員登録等をしていただきますようお願いいたします。 

 なお、上記の目的以外には利用しません。 
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12． 問い合わせ先 

 
（１）地域クラブ活動に関する問い合わせ・相談窓口                          

 

可児市 市民文化部 文化スポーツ課 

〒509-0292 可児市広見一丁目１番地  

TEL ：0574-62-1111（内線2433、2434）  

Mail：sports@city.kani.lg.jp 

 

可児市ホームページ 

（https://www.city.kani.lg.jp/23308.htm） 

〇可児市中学生期のスポーツ・文化指針、手引き 

〇地域クラブを開始する時 

〇地域クラブ活動アプリ（キントーン）について 

〇地域指導者講習、地域指導者公募について 

〇スポーツ安全保険、安全管理、UNICについて 等 

  

 

 

（２）地域クラブに関する会員登録・保険・地域指導者報酬の支払いについて               

 

可児UNICスポーツクラブ事務局 

〒509-0242 可児市谷迫間806番地２（可児青少年育成センター/錬成館内） 

 TEL ：0574-63-0673 

 Mail：kani-UNIC@ma.ctk.ne.jp 

 
  

【可児市ホームページ】 

 

mailto:sports@city.kani.lg.jp
mailto:kani-unic@ma.ctk.ne.jp
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△△中学校〇〇部・クラブ 保護者会規約 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は△△中学校○○部・クラブ（以下、「〇〇部・クラブ」という。）が行う活動の運営

に関する事項について定める。 

（位置付け） 

第２条 本規約に記載する活動は、可児市中学生期のスポーツ・文化活動指針（以下、「指針」という。）

に基づき行うものであり、部活動顧問によって決められる指導方針等に従って行うものである。 

（目的） 

第３条 〇〇部・クラブは、学校の部活動顧問が行う学校部活動に加え、部活動を補完する活動である

地域クラブ活動、さらに、保護者会が主体となるプラスワン活動を行うものとし、地域クラブ活動やプ

ラスワン活動において、勝利至上主義的な指導になったり、過度な練習時間となったりしないよう適切

に活動するものとする。 

（組織） 

第４条 〇〇部・クラブは、次のとおり構成する。 

(1) 学校部活動・・・・指導者＝部活動顧問、生徒＝学校に届け出た者 

(2) 地域クラブ活動・・指導者＝地域指導者、生徒＝地域クラブ活動への参加を届け出て、可児 UNIC

に加入した者 

(3) プラスワン活動・・指導者＝地域指導者等、生徒＝(2)の内、参加を希望する者 

２ 前項(1)に所属する生徒の保護者及び指導者によって〇〇部・クラブ保護者会（以下、「保護者会」

という。）を組織する。 

（役員） 

第５条 〇〇部・クラブの円滑な運営を図るため、保護者会に次のとおり役員を設ける。 

(1) 会長・・・保護者会、地域クラブ活動の責任者として、組織を総括する。 

(2) 副会長・・会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。 

(3) 会計・・・会の会計を行う。 

(4) 書記・・・会議の議事録を作成する。 

(5) 監査・・・会計を監査する。 

２ 任期は○月○日から翌年○月末日までの１年間とし、再任は妨げない。 

（指導者） 

第６条 地域クラブ活動における地域指導者は、指針に基づき保護者会が委嘱する。 

（会議） 

第７条 総会及び役員会とし、会長が招集する。 

２ 総会は、所属する生徒の全保護者及び地域指導者とし、会長が招集する。 

３ 議事は出席者の過半数により議決する。 

４ 総会は、毎年１回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。 

５ 総会は次の事項を承認及び議決する。 

 (1) 事業計画・予算、決算 

 (2) 規約の制定、改正・役員の選出 

 (3) その他必要な事項 

６ 役員会は必要に応じて開催し、目的を達成するために必要な事項を協議議決する。 

別添１ 
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（活動） 

第８条 学校部活動においては、学校管理下で行われるため、部活動顧問の指示により、生徒を支援す

る。また、地域クラブ部活動及びプラスワン活動は、第６条に規定した地域指導者の監督下で行うもの

とし、保護者会が活動を支援する。 

２ 地域クラブ活動及びプラスワン活動の時間及び場所については、各月の活動計画表を作成し、指針

に定める活動時間や休養日を遵守する。 

３ 傷害等に備え、所属する生徒及び地域指導者は、必ず傷害保険や賠償責任保険に加入する。 

４ 活動に必要な設備や物品については、それぞれの活動における施設管理者と協議して管理する。 

５ プラスワン活動は、地域クラブ活動に所属する生徒の内、更なる活動を希望する者が練習する場と

し、プラスワン活動への参加の有無によって、学校部活動及び地域クラブ活動における不利益等が起こ

らないよう留意するものとする。 

（経費） 

第９条 会費、寄付金及びその他をもって充てる。 

（会費） 

第 10条 学校部活動及び地域クラブ活動の経費として、月額○○円とする。 

２ プラスワン活動に参加する者は月額〇〇円を加算する。 

３ 臨時に経費が生じる場合は、役員会において決定し、徴収することができる。 

（会計年度） 

第 11条 毎年○月○日に始まり、翌年の○月末日をもって終わる。 

（委任） 

第 12条 本規約によらないものは、役員会において協議し、会長が決定する。 

 

付則 

この規約は、令和○年○月○日から施行する。 
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△△中学校○○部・クラブ 活動計画書 

 

活動目標  

責任者  

指導者  

活動日  

活動時間  

活動内容  

その他  

通常練習以外の活動予定（年間） ※プラスワン活動についても記載 

４月  

５月  

６月  

７月  

８月  

９月  

10 月  

11 月  

12 月  

１月  

２月  

３月  
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△中学校○○部・クラブ 収支計画書 

○収入の部    

項目 本年度予算額 前年度決算額 摘要 

繰越金       

会費       

雑収入       

合計       

○支出の部    

項目   本年度予算額 前年度決算額 摘要 

活動費         

保険料         

指導者報酬         

事務費         

予備費         

合計         

備考    

 

○収入の部（プラスワン活動分） 

項目 本年度予算額 前年度決算額 摘要 

会費       

雑収入       

合計       

     

○支出の部（プラスワン活動分） 

項目   本年度予算額 前年度決算額 摘要 

活動費         

合計         

備考    
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  （１）的確な判断で…急を要するか、病院へ搬送すべきか、応急処置でよいか 

  （２）冷静な態度……あわてることなく、自信のある態度と処置 
  （３）敏速な行動……傷病者をみて、まずしなければならないことは何か、応急処置、連絡などそ

の場に応じた適切な処置 

 

 

 

 

 

※近くに他の保護者がいれば、 

  協力を要請する。 

 

【ＡＥＤ設置場所】 

学校名 屋外設置 建物内設置 計 

蘇南中学校 体育館玄関前 １階・職員玄関 ２ 

中部中学校 体育館玄関前 １階・職員玄関、２階・職員室前 ３ 

西可児中学校 体育館玄関前 
１階・職員室前、２階・教室棟廊下、３階・教室棟廊

下 
４ 

東可児中学校 体育館玄関前 １階・保健室前、２階・北校舎廊下 ３ 

広陵中学校 体育館玄関前 １階・図書館前 ２ 

 

 

 

 
 

  心臓発作、転落事故（頭部外傷）、内臓破裂、広範囲の火傷、その他重傷のため生命に危険がある
と思われる場合は、速やかに救急車を呼ぶ。 

  【救急車への連絡方法】 １１９「救急です。」 
   ・活動場所の住所、電話番号および通報者指名 

・患者の状況・・・・・いつ、どこで、どうして、どうなったか（転落、意識不明、出血） 
・応急処置の報告・・・今までに行った応急処置を報告し、次の指示を尋ねる。 

   ・目標物、進入経路を告げる・・・わかりやすい場所に立って救急車を誘導する。 
※移送の同行者は相談し、あらかじめ決めておく。 

 
 

   
  ・意識消失の持続するもの ・ショック症状の持続するもの ・けいれんが持続するもの 
  ・激痛の持続するもの ・多量の出血が持続するもの ・大きな開放創をもつもの 
  ・広範囲の火傷を受けたもの 
 

 
 
  ・保護者に連絡を取り、活動場所へ来てもらう。 
  ・保護者に連絡が取れない場合は、連絡が取れるまで待つ。 
 
 
 
  ・医療機関で受診した場合は、速やかに文化スポーツ課へ連絡する。 
 

１ 救急処置心得 

２ 救急処置対応 

３ 移 送 

  生命に危険と判断される場合 

  救急車要請の基準 

  生命に危険はないが、医療を必要とする場合 

  事後措置 

応 急 処 置（救急車要請） 

活 動 責 任 者 

医 療 機 関 

傷 病 発 生 

保 護 者 
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熱中症対策ガイドライン～学校教育活動における判断と行動の目安～ 

 
令和６年５月２０日改訂版 

岐阜県教育委員会 
 

◎各学校の実情に応じて、熱中症予防に関する情報収集・情報共有の方法や意思決定のルート等の体制を定めておくこと 

◎各学校において「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和６年４月追補版）」に収録されたチェックリストを適切 

かつ効果的に活用すること 

 

活動場所の 

乾球温度 

活動場所の 

WBGT 
分類 管理職 

学校行事等の 

責任者 

担当者〔学級担任、 

教科担任、行事担当者等〕 

35℃以上 

危険 

33℃以上 

体育・スポーツ活動 

(例)体育授業、部活

動、球技大会、

体育祭、校外活

動、合宿等 

〇中止・スポーツ活

動は中止、休止、

延期、内容の変更

等 

・体育授業は活動場

所及び内容の変更 

①生徒等の健康状態

の把握 

②ＷＢＧＴ測定器に

よる会場の環境状

態の把握 

【教育活動における対応例】 

①生徒等に対して給水指示の

徹底 また、涼しい場所で

一定時間休憩するよう指示 

②生徒等の健康状態の確認、

把握 

③ＷＢＧＴ測定器による会場

の環境状態の確認（ＷＢＧ

Ｔ測定器を用いて暑さ指数

を活動前、活 動中の 2 回

以上必ず測定） 

④上記②と③について、管理

職又は責任者に状況 を報

告 

教育活動全般 

例)始業式、終業

式、文化祭、  

全校集会、講演

会等 屋外での

活動等 

〇原則、内容の変更

又は中止を検討 

（例）オンライン等

による教室での実

施等を指示 ①生徒等の健康状態

の把握 

②ＷＢＧＴ測定器に

よる会場の環境状

態の把握 

③上記について管理

職に報告し、行事

等の中止又 は内

容の変更等につい

て協議 

危険 

31℃以上 

体育・スポーツ活動 

例)体育授業、部活

動、球技大会、

体育祭、校外活

動、合宿等 

〇原則、中止を検討 

・スポーツ活動は休

止、延期、内容の

変更等を指示 

・体育授業は活動場

所及び内容の変更

等を指示 

教育活動全般 

例)始業式、終業

式、文化祭、  

全校集会、講演

会等 屋外での

活動等 

〇原則、内容の変更

又は中止を検討 

（例）オンライン等

による教室での実

施等を指示 

31℃以上～ 

35℃未満 

厳重警戒 

28℃～

31℃ 

体育・スポーツ活動

教育活動全般 

〇原則、活動時間の

短縮又は中止を検

討 

・環境の状態を変化

させる対応を含む 

（例）散水等によ

り、グラウンドの

温度を下げる等を

指示 

①生徒等の健康状態

の把握 

②ＷＢＧＴ測定器に

よる会場の環境状

態の把握 

③上記について管理

職に報告し、行事

等の活動時間の短

縮等について協議 

【教育活動における対応例】 

①生徒等の健康状態の確認 

②ＷＢＧＴ測定器による会場

の環境状態の確認 

（ＷＢＧＴ測定器を用いて暑

さ指数を活動前、活動中の

2 回以上必ず測定） 

③上記について、管理職又は

責任者に状況を報告 

〈活動をする上での留意点〉 

㋐風通しのよい日陰やエアコ

ンが効いている室内など休

憩ができる環境の確保 

㋑生徒等の直近数日間の健康

観察による状況確認、把握 

㋒生徒等の心身の状況を考慮

した運動量（強度・時間）

の配慮 

㋓状況に応じた休憩時間の確

保 

㋔熱中症の兆候への注視  

㋕状況に応じた水分・塩分の

補給 

㋖服装（軽装）・装具への配慮 

28℃以上～ 

31℃未満 

警戒 

25℃～

28℃ 

体育・スポーツ活動

教育活動全般 

〇定期的な休息を取

り入れる等必要な

指示 

①生徒等の健康状態

の把握 

②ＷＢＧＴ測定器に

よる会場の環境状

態の把握 

③上記について管理

職に報告し、行事

等での休息の設定

等について協議 

28℃未満 

注意 

21℃～

25℃ 

体育・スポーツ活動

教育活動全般 

〇状況把握に努め適

宜必要な指示 

①生徒等の健康状態

の把握 

②ＷＢＧＴ測定器に

よる会場の環境状

態の把握 

③上記について管理

職に報告 

※熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒ｱﾗｰﾄ）、 熱中症警戒 情報 熱中症警戒ｱﾗｰﾄ）発表時の学校対応については【別添】を参照。 

※教育活動全般への対応は、 WBGT31℃ 以上の対応に準じて行う 

※部活動における各種大会への参加については、大会主催者の指示に従うこと  

別添５ 



48 

 

 

別添６ 


